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(57)【要約】
【課題】シート面積が大きく薄い窒化ホウ素ナノシート
を、高効率でかつ大量に、低コストで製造することを可
能にする、窒化ホウ素ナノシートの製造方法を提供する
。
【解決手段】六方晶系窒化ホウ素粉末を、水系溶媒及び
／又は有機溶媒並びにイオン液体に分散させた分散液を
得て、せん断力をかけて処理し、前記六方晶系窒化ホウ
素粉末における結晶の層間を剥離させることを含み、前
記イオン液体の量が、前記水系溶媒及び／又は有機溶媒
１００重量％に対して０．１重量％以上、５０重量％以
下であることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　六方晶系窒化ホウ素粉末を、水系溶媒及び／又は有機溶媒並びにイオン液体に分散させ
た分散液を得て、せん断力をかけて処理し、前記六方晶系窒化ホウ素粉末における結晶の
層間を剥離させることを含み、前記イオン液体の量が、前記水系溶媒及び／又は有機溶媒
１００重量％に対して０．１重量％以上、５０重量％以下であることを特徴とする、窒化
ホウ素ナノシートの製造方法。
【請求項２】
　前記せん断処理が湿式ジェットミル、回転ディスクミル、遊星ホモジナイザー、三本ロ
ールミル、高圧ホモジナイザー、高速攪拌からなる群から選択される少なくとも一種の処
理法を含むものである、請求項１に記載の窒化ホウ素ナノシートの製造方法。
【請求項３】
　前記せん断処理における、単一粒子に対する印加エネルギーが、１×１０－９Ｊ以上、
１×１０－７Ｊ以下である、請求項１又は２記載の窒化ホウ素ナノシートの製造方法。
【請求項４】
　前記イオン液体が、１－エチル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファー
ト、１－メチル－３－プロピルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファート、１－ブチル
－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファート、１－ヘキシル－３－メチルイ
ミダゾリウムヘキサフルオロホスファート、１－オクチル－３－メチルイミダゾリウムヘ
キサフルオロホスファート、１－デシル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホス
ファート、１－ドデシル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファート、１－
エチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート、１－ブチル－３－メチルイ
ミダゾリウムテトラフルオロボラート、１－エチル－３－メチルイミダゾリウムトリフル
オロメタンスルホナート、１－ブチル－３－メチルイミダゾリウムトリフルオロメタンス
ルホナート、テトラエチルアンモニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、
１－エチル－３－メチルイミダゾリウムビス（フルオロスルホニル）イミド、１，３－ジ
メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－エチル－３－
メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－プロピル－３
－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－ブチル－３
－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－ヘキシル－
３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－オクチル
－３－メチルイミダゾリウム（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－エチルピリ
ジニウムヘキサフルオロホスファート、１－プロピルピリジニウムヘキサフルオロホスフ
ァート、１－ブチルピリジニウムヘキサフルオロホスファート、１－ヘキシルピリジニウ
ムヘキサフルオロホスファート、１－ブチル－２－メチルピリジニウムヘキサフルオロホ
スファート、１－ブチル－３－メチルピリジニウムヘキサフルオロホスファート、１－ブ
チル－４－メチルピリジニウムヘキサフルオロホスファート、１－エチルピリジニウムビ
ス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－ブチルピリジニウムビス（トリフルオ
ロメタンスルホニル）イミド、１－ブチルピリジニウムヘキサフロオロホスファート、１
－ブチルピリジニウムテトラフロオロボラート、１－メトキシエチルピリジニウムビス（
トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－イソプロピルピリジニウムビス（トリフル
オロメタンスルホニル）イミド、１－ヘキシルピリジニウムビス（トリフルオロメタンス
ルホニル）イミド、１－ヘキシルピリジニウムテトラフルオロボラート、１－ヘキシルピ
リジニウムビス（フルオロスルホニル）イミド、１－メチル－１－プロピルピロリジニウ
ムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－メトキシメチル－１－メチルピロ
リジニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－メトキシエチル－１－メ
チルピロリジニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－イソプロピル－
１－メチルピロリジニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミドからなる群から
選択される少なくとも一種である、請求項１～３のいずれか１項に記載の窒化ホウ素ナノ
シートの製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窒化ホウ素ナノシートの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化ホウ素には、六方晶系と立方晶系の２つの結晶構造があり、それぞれ黒鉛とダイヤ
モンドに類似な構造である。六方晶系は、ホウ素原子と窒素原子が交互に正六角形の頂点
に位置する層状の六角網面構造を持つ。層間にファンデルワールス力が働き、六角網面が
積層した構造をとっている。
【０００３】
　窒化ホウ素は、化学的安定性、耐熱性、中性子吸収性、電気的絶縁性、熱伝導性に優れ
た白色の無機化合物である。過酷な環境において使用する固体潤滑剤、電気的絶縁性及び
／又は高熱伝導性フィラー等として用いられている。
【０００４】
　近年、層状の結晶構造を持つ無機化合物に対して、層間を剥離させナノシート化させる
ことで、新規な機能を付与する試みが多くなされている（非特許文献１）。
【０００５】
　六方晶系窒化ホウ素についても、ナノシート化の試みがなされている。スコッチテープ
（商標）による剥離を繰り返すことで、窒化ホウ素ナノシートを得ることが可能である（
非特許文献２）。
【０００６】
　スコッチテープ法は極端に生産性が低いため、機械的解砕処理の手法を用いて窒化ホウ
素粒子を剥離させ、ナノシートを得る試みがなされている。機械的解砕処理の手法として
は、湿式ジェットミル、回転ディスクミル、遊星ホモジナイザー、三本ロールミル、高圧
ホモジナイザー、高速攪拌などが挙げられる（非特許文献３－５、特許文献１）。
【０００７】
　また、六方晶系窒化ホウ素とイオン液体とを混合処理し、窒化ホウ素の層間を剥離せし
めて窒化ホウ素ナノシートを製造することも知られている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－０７９７１５号公報
【特許文献２】特開２０１５－１８７０５７号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】V. Nicolosiほか、Science 340巻、1420頁、2013年
【非特許文献２】D. Pacileほか、Appl. Phys. Lett. 92巻、133107頁、2008年
【非特許文献３】A. Pakdelほか、Mater. Today 15巻、256頁、2012年
【非特許文献４】Y. Tominagaほか、J. Ceram. Soc. Jpn. 123巻、512頁、2015年
【非特許文献５】Y. Tominagaほか、Ceram. Int. 41巻、10512頁、2015年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　窒化ホウ素のナノシート化は、より層数が少なく、薄いシート形態を得ることが目的で
ある。現状最も高効率にナノシートを得られる剥離方法は湿式ジェットミルであるが、そ
れでもシートの平均厚さは５０ｎｍ程度である。窒化ホウ素ナノシートの材料としての機
能を高めるためには、さらに剥離を進行させることが必要である。
【００１１】
　一方、特許文献２の方法は、高価なイオン液体を大量に必要とするため、実用化は難し
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い。
【００１２】
　本発明は、上述した現状に鑑み、六方晶系窒化ホウ素が層状に剥離されている形態の窒
化ホウ素ナノシートであって、層数が少なく薄い窒化ホウ素ナノシートを低コストで製造
する方法を提供することを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の窒化ホウ素ナノシートの製造方法は、六方晶系窒化ホウ素粉末を、水系溶媒及
び／又は有機溶媒並びにイオン液体に分散させた分散液を得て、せん断力をかけて処理す
ること、前記イオン液体の量が、前記水系溶媒及び／又は有機溶媒１００重量％に対して
０．１重量％以上、５０重量％以下であることを特徴とする。
【００１４】
　［１］　六方晶系窒化ホウ素粉末を、水系溶媒及び／又は有機溶媒並びにイオン液体に
分散させた分散液を得て、せん断力をかけて処理し、前記六方晶系窒化ホウ素粉末におけ
る結晶の層間を剥離させることを含み、前記イオン液体の量が、前記水系溶媒及び／又は
有機溶媒１００重量％に対して０．１重量％以上、５０重量％以下であることを特徴とす
る、窒化ホウ素ナノシートの製造方法。
【００１５】
　［２］　前記せん断処理が湿式ジェットミル、回転ディスクミル、遊星ホモジナイザー
、三本ロールミル、高圧ホモジナイザー、高速攪拌からなる群から選択される少なくとも
一種の処理法を含むものである、前記［１］に記載の窒化ホウ素ナノシートの製造方法。
【００１６】
　［３］　前記せん断処理における、単一粒子に対する印加エネルギーが、１×１０－９

Ｊ以上、１×１０－７Ｊ以下である、前記［１］又は［２］記載の窒化ホウ素ナノシート
の製造方法。
【００１７】
　［４］　前記イオン液体が、１－エチル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホ
スファート、１－メチル－３－プロピルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファート、１
－ブチル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファート、１－ヘキシル－３－
メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファート、１－オクチル－３－メチルイミダゾ
リウムヘキサフルオロホスファート、１－デシル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフル
オロホスファート、１－ドデシル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファー
ト、１－エチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート、１－ブチル－３－
メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート、１－エチル－３－メチルイミダゾリウム
トリフルオロメタンスルホナート、１－ブチル－３－メチルイミダゾリウムトリフルオロ
メタンスルホナート、テトラエチルアンモニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）
イミド、１－エチル－３－メチルイミダゾリウムビス（フルオロスルホニル）イミド、１
，３－ジメチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－エチ
ル－３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－プロ
ピル－３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－ブ
チル－３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－ヘ
キシル－３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－
オクチル－３－メチルイミダゾリウム（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－エ
チルピリジニウムヘキサフルオロホスファート、１－プロピルピリジニウムヘキサフルオ
ロホスファート、１－ブチルピリジニウムヘキサフルオロホスファート、１－ヘキシルピ
リジニウムヘキサフルオロホスファート、１－ブチル－２－メチルピリジニウムヘキサフ
ルオロホスファート、１－ブチル－３－メチルピリジニウムヘキサフルオロホスファート
、１－ブチル－４－メチルピリジニウムヘキサフルオロホスファート、１－エチルピリジ
ニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－ブチルピリジニウムビス（ト
リフルオロメタンスルホニル）イミド、１－ブチルピリジニウムヘキサフロオロホスファ
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ート、１－ブチルピリジニウムテトラフロオロボラート、１－メトキシエチルピリジニウ
ムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－イソプロピルピリジニウムビス（
トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－ヘキシルピリジニウムビス（トリフルオロ
メタンスルホニル）イミド、１－ヘキシルピリジニウムテトラフルオロボラート、１－ヘ
キシルピリジニウムビス（フルオロスルホニル）イミド、１－メチル－１－プロピルピロ
リジニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－メトキシメチル－１－メ
チルピロリジニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－メトキシエチル
－１－メチルピロリジニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－イソプ
ロピル－１－メチルピロリジニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミドからな
る群から選択される少なくとも一種である、前記［１］～［３］のいずれか１項に記載の
窒化ホウ素ナノシートの製造方法。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のナノシートの製造方法は、シートを破壊して微細化することなく、高効率に六
方晶系窒化ホウ素粉末を剥離させ、シート面積が大きく薄い窒化ホウ素ナノシートを低コ
ストで得ることができるという、従来の製造方法と比較して有利な効果を奏するものであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施例１と比較例１において、六方晶系窒化ホウ素粉末の分散液を湿式ジェット
ミル処理したものを静置し、沈降高さを比較した写真である。
【図２】放射光による粉末Ｘ線回折測定の結果から見積もった、ナノシートの大きさと厚
さの変化を示すチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の窒化ホウ素ナノシートの製造方法を実施するための最良の形態について
具体的に説明する。但し、本発明は、六方晶系窒化ホウ素粉末を水系溶媒及び／又は有機
溶媒に分散させた分散液にイオン液体分子を添加して、せん断力をかけて処理し、窒化ホ
ウ素結晶の層間を剥離させるという思想に基づく窒化ホウ素ナノシート、スラリー、無機
／有機複合材料及びその製造方法を広く包含するものであり、以下に説明する実施形態に
限定して解釈されるべきではない。
【００２１】
［１］第１工程
　本発明の製造方法の第１工程は、六方晶系窒化ホウ素粉末（ｈ－ＢＮ）を、水系溶媒及
び／又は有機溶媒並びにイオン液体（イオン液体分子）に分散させた分散液を得る工程で
ある。この第１工程は、六方晶系窒化ホウ素粉末を水系溶媒及び／又は有機溶媒に分散さ
せた分散液にイオン液体を添加する工程であってよいし、予め均一に混合した水系溶媒及
び／又は有機溶媒とイオン液体とからなる液体に、六方晶系窒化ホウ素粉末を分散させて
もよい。また、六方晶系窒化ホウ素粉末と、水系溶媒及び／又は有機溶媒と、イオン液体
とを混合して分散液を得てもよい。
【００２２】
　上記の分散の操作においては、自公転ミキサー、超音波ホモジナイザー等の装置を使用
することができる。
【００２３】
　窒化ホウ素粉末を分散させる水系溶媒及び／又は有機溶媒については、イオン液体と相
溶性があれば特に制限はないが、前記有機溶媒としては、例えば、水、クロロホルム、ジ
クロロメタン、四塩化炭素、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、
ジイソブチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸
ブチル、酢酸イソブチル、酢酸ペンチル、酢酸イソペンチル、酢酸アミル、テトラヒドロ
フラン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、ジメチルホルムアルデヒド、ジメチルアセトアミ
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ド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、メタノー
ル、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、ヘキサノール、オクタ
ノール、ヘキサフルオロイソプロパノール、エチレングリコール、プロピレングリコール
、テトラメチレングリコール、テトラエチレングリコール、ヘキサメチレングリコール、
ジエチレングリコール、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼン、ジクロロベン
ゼン、トリクロロベンゼン、クロロフェノール、フェノール、スルホラン、１，３－ジメ
チル－２－イミダゾリジノン、γ－ブチロラクトン、Ｎ－ジメチルピロリドン、ペンタン
、ヘキサン、ネオペンタン、シクロヘキサン、ヘプタン、オクタン、イソオクタン、ノナ
ン、デカン、ジエチルエーテル等が挙げられる。中でも、窒化ホウ素粉末との親和性が強
い、イオン液体との相溶性が高い等の理由から、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ－メ
チル－２－ピロリドン、エタノール等の溶媒が好ましい。また、溶媒は１種を単独で用い
ても２種以上を混合して用いてもよい。
【００２４】
　イオン液体と前記水系溶媒及び／又は有機溶媒との混合比率については、特に制限はな
いが、イオン液体は、水系溶媒及び／又は有機溶媒１００重量％に対して０．０１重量％
以上を添加することが望ましく、０．１重量％以上を添加することがより望ましい。イオ
ン液体の添加量が０．０１重量％以上であれば、窒化ホウ素粉末中の結晶の層間剥離が十
分に促進される。
【００２５】
　また、イオン液体の量は、水系溶媒及び／又は有機溶媒１００重量％に対して５０重量
％以下とすることができる。使用するイオン液体の量を５０重量％以下とすることで、窒
化ホウ素結晶の層間を剥離させる効果を維持しつつ、製造のコストを削減することができ
る。
【００２６】
　なお、イオン液体は現状では極めて高価であるので、イオン液体の使用量は少ないこと
が好ましい。そこで、本発明者らは鋭意検討した結果、使用するイオン液体の量が微量で
あっても、窒化ホウ素の結晶の層間剥離の効果が十分に得られる製造方法を見出した。つ
まり、本発明によれば、六方晶系窒化ホウ素粉末を高効率で剥離させ、シート面積が大き
く薄い窒化ホウ素ナノシートが得られ、且つ製造コストを抑えることができる。
【００２７】
　六方晶系窒化ホウ素粉末の粒径については特に制限されないが、１００ｎｍ～５０μｍ
が好ましく、１μｍ～２０μｍがより好ましい。粒径１００ｎｍ未満の粉末は取り扱いが
困難であり、また粒径が５０μｍより大きいと溶媒に分散できない。
【００２８】
　イオン液体としては、イミダゾリウムイオン、ピリジウムイオン、ピロリジウムイオン
からなる群から選ばれるカチオンと、ヘキサフルオロフォスファート、テトラフルオロボ
ラート、トリフロオロメタンスルホナート、トリフルオロメタンスルホニルイミド、フル
オロスルホニルイミドからなる群から選ばれるアニオンとの組合せにより構成されるイオ
ン液体を用いることができる。
【００２９】
　イオン液体としては、１－エチル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファ
ート、１－メチル－３－プロピルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファート、１－ブチ
ル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファート、１－ヘキシル－３－メチル
イミダゾリウムヘキサフルオロホスファート、１－オクチル－３－メチルイミダゾリウム
ヘキサフルオロホスファート、１－デシル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホ
スファート、１－ドデシル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファート、１
－エチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート、１－ブチル－３－メチル
イミダゾリウムテトラフルオロボラート、１－エチル－３－メチルイミダゾリウムトリフ
ルオロメタンスルホナート、１－ブチル－３－メチルイミダゾリウムトリフルオロメタン
スルホナート、テトラエチルアンモニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド
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、１－エチル－３－メチルイミダゾリウムビス（フルオロスルホニル）イミド、１，３－
ジメチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－エチル－３
－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－プロピル－
３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－ブチル－
３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－ヘキシル
－３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－オクチ
ル－３－メチルイミダゾリウム（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－エチルピ
リジニウムヘキサフルオロホスファート、１－プロピルピリジニウムヘキサフルオロホス
ファート、１－ブチルピリジニウムヘキサフルオロホスファート、１－ヘキシルピリジニ
ウムヘキサフルオロホスファート、１－ブチル－２－メチルピリジニウムヘキサフルオロ
ホスファート、１－ブチル－３－メチルピリジニウムヘキサフルオロホスファート、１－
ブチル－４－メチルピリジニウムヘキサフルオロホスファート、１－エチルピリジニウム
ビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－ブチルピリジニウムビス（トリフル
オロメタンスルホニル）イミド、１－ブチルピリジニウムヘキサフロオロホスファート、
１－ブチルピリジニウムテトラフロオロボラート、１－メトキシエチルピリジニウムビス
（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－イソプロピルピリジニウムビス（トリフ
ルオロメタンスルホニル）イミド、１－ヘキシルピリジニウムビス（トリフルオロメタン
スルホニル）イミド、１－ヘキシルピリジニウムテトラフルオロボラート、１－ヘキシル
ピリジニウムビス（フルオロスルホニル）イミド、１－メチル－１－プロピルピロリジニ
ウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－メトキシメチル－１－メチルピ
ロリジニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－メトキシエチル－１－
メチルピロリジニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－イソプロピル
－１－メチルピロリジニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミドからなる群か
ら選択される少なくとも一種が挙げられる。
【００３０】
　好ましいイオン液体と溶媒との組合せとしては、相溶性が良いことから、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルホルムアミドと、１－ブチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラートと
の組合せが好ましい。
【００３１】
　第１工程で得られる分散液には、分散液の調整後又は調整中の段階で、六方晶系窒化ホ
ウ素粉末、溶媒及びイオン液体以外の添加剤、例えば、分散助剤、消泡剤等を添加するこ
とができる。
【００３２】
［２］第２工程
　本発明の製造方法の第２工程は、六方晶系窒化ホウ素粉末、溶媒、及びイオン液体を含
む分散液にせん断力をかけて処理し（せん断処理を行い）、分散液中の六方晶系窒化ホウ
素粉末を剥離・ナノシート化させる工程である。
【００３３】
　せん断処理の手法としては、湿式ジェットミル、回転ディスクミル、遊星ホモジナイザ
ー、三本ロールミル、高圧ホモジナイザー、高速攪拌のうち少なくとも一種の処理法を用
いる。
【００３４】
　せん断処理において、単一粒子に対する印加エネルギーは、１×１０－９Ｊ以上、１×
１０－７Ｊ以下が好ましい。１×１０－９Ｊ以上とすることで、六方晶系窒化ホウ素の層
間の剥離をより促進させることができる。一方で、単一粒子に対する印加エネルギーが１
×１０－７Ｊ以下とすることで、層内での破壊の確率を抑え、広いシート面積を保った窒
化ホウ素ナノシートを得ることができる。
【００３５】
　なお、上記の単一粒子に対する印加エネルギーは、六方晶系窒化ホウ素の結晶構造内に
おける化学結合力を考慮して算出された値である。
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【００３６】
　前記せん断処理の結果として、窒化ホウ素ナノシートが水系溶媒及び／又は有機溶媒に
分散した状態のスラリーが得られる。このスラリーを前駆体として用い、このスラリーを
無機材料、有機材料、又は無機／有機複合材料等に混入することによって、窒化ホウ素ナ
ノシートを含む材料を調整することができる。材料の調整の方法について特に制限はなく
、従来公知の方法から適宜選択すればよい。
【００３７】
　また、得られたスラリーを、遠心分離等によって分離し、窒化ホウ素ナノシートを得る
こともできる。スラリーから分離された窒化ホウ素ナノシートを溶液、分散液等の液体、
或いは、無機材料、有機材料、又は無機／有機複合材料等の材料に混入し、材料を調整す
ることができる。
【００３８】
　本発明の製造方法によって、イオン液体を含む窒化ホウ素ナノシートを得ることができ
る。具体的には、窒化ホウ素ナノシートの表面に、イオン液体の残渣が、分子又はイオン
の状態で吸着又は結合したシートを得ることができる。そのため、本発明により得られた
窒化ホウ素ナノシートを、水系溶媒及び／又は有機溶媒へ再分散させた場合、表面に付着
又は結合して残存しているイオン液体によって、良好な再分散が可能となる。
【００３９】
　なお、窒化ホウ素ナノシートの表面に付着又は結合したイオン液体の残渣は、洗浄等の
追加的な処理によって、低減又は除去することもできる。
【実施例】
【００４０】
　以下、実施例及び比較例により、本発明を更に具体的に説明する。但し、以下の実施例
は本発明の一部の実施形態を示すものに過ぎないため、本発明をこれらの実施例に限定し
て解釈するべきではない。
【００４１】
　（実施例１）
　粒径１０μｍの六方晶系窒化ホウ素粉末（昭和電工株式会社製、製品名：ショウビーエ
ヌ（登録商標）　ＵＨＰ－１）０．３ｇを、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（和光純薬工
業株式会社製）１２０ｍＬに分散させ、１－ブチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフ
ルオロボラート０．１５ｇを添加した。これにより、六方晶系窒化ホウ素、溶媒、及びイ
オン液体を含む分散液を得た。
【００４２】
　前記分散液を、湿式ジェットミル（株式会社ジーナス製、製品名：ＰＲＥ０３－２０－
ＳＰ）によってせん断処理した。具体的には、圧力１８０ＭＰａの条件で５回の湿式ジェ
ットミル処理を行った。当該条件では、六方晶系窒化ホウ素の単一粒子に対する印加エネ
ルギーは１×１０－８Ｊ程度である。
【００４３】
　上記湿式ジェットミル処理後のスラリーに対し、遠心分離器を用いて遠心分離を行い、
濾過した後、乾燥を行って、窒化ホウ素ナノシートを得た。
【００４４】
　（比較例１）
　前記１－ブチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラートを添加しないこと
を除いては、実施例１と同様にして窒化ホウ素粉末の分散液を調整し、湿式ジェットミル
処理を行った。
【００４５】
　（評価）
　実施例１で作製した、六方晶系窒化ホウ素粉末の分散液を湿式ジェットミル処理したも
のと、比較例１で作製した、分散液六方晶系窒化ホウ素粉末の分散液を湿式ジェットミル
処理したものとを、沈降試験によって比較した。剥離してナノシート化した六方晶系窒化
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ホウ素は、シートが薄いほど沈降高さが高くなる。図１に示す通り、湿式ジェットミルに
よるせん断処理によって、比較例１は沈降高さが処理前の６倍程度に、実施例１は処理前
の１３倍程度に高くなった。比較例１に比して、実施例１によって得られた窒化ホウ素ナ
ノシートは薄いことが示された。
【００４６】
　更に、実施例１で作製した窒化ホウ素ナノシートと比較例１で作製した窒化ホウ素ナノ
シートを、放射光による粉末Ｘ線回折測定に供した。六方晶系窒化ホウ素の００２回折ピ
ークと１００回折ピークの幅から、窒化ホウ素ナノシートのサイズを見積もった。
【００４７】
　図２に、上記見積りに基づくナノシートの大きさと厚さの変化を示すチャートを示す。
図２では、湿式ジェットミル処理前の六方晶系窒化ホウ素粉末の値を１００％として、比
率で示している。チャートに示す通り、ナノシートの面の大きさ（面積）は湿式ジェット
ミル処理前、比較例１、実施例１の間に変化はなかった。一方、比較例１に比して、実施
例１によって得られた窒化ホウ素ナノシートはより薄いことが示された。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明により、シート面積が大きく薄い窒化ホウ素ナノシートを高効率かつ大量に、低
コストで製造することが可能となった。窒化ホウ素ナノシートはポリマーと複合化するこ
とでポリマーの特性向上に資する。本発明の窒化ホウ素ナノシートをフィラーとして含有
したポリマー複合材料は、電気的絶縁性及び／又は高熱伝導性に優れたマイクロエレクト
ロニクス部材又はＬＥＤ封止剤等の光学デバイス素材として利用可能である。

【図１】

【図２】
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